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薬剤師業務に関わる平成 28年度診療報酬改定
　平成 28年度診療報酬改定では，かかりつけ薬剤師・薬局への評価，薬剤総合評価調整制度の新設，残

薬確認等を行うための処方せん様式の変更が行われた．これらは，2015 年に厚生労働省が策定した「患

者のための薬局ビジョン」（※）を踏まえた制度である．

※「患者のための薬局ビジョン」～「門前」から「かかりつけ」，そして「地域」へ～
　厚生労働省は，医薬分業の原点に立ち返り，現在の薬局を患者本位のかかりつけ薬局に再編するため，2015年に「患
者のための薬局ビジョン」を策定した．本ビジョンでは，患者本位の医薬分業の実現に向けて，①服薬情報の一元的・
継続的把握とそれに基づく薬学的管理・指導，② 24時間対応・在宅対応，③医療機関等との連携など，かかりつ
け薬剤師・薬局の今後の姿を明らかにするとともに，中長期的視野に立って，かかりつけ薬局への再編の道筋を示
している．
　【医薬分業に対する厚生労働省の基本的な考え方】
　　薬局の薬剤師が専門性を発揮して，ICT も活用し，患者の服薬情報の一元的・継続的な把握と薬学的管理・指
　導を実施する．これにより，多剤・重複投与の防止や残薬解消なども可能となり，患者の薬物療法の安全性・有
　効性が向上するほか，医療費の適正化にもつながる．

（1）かかりつけ薬剤師・薬局
　患者本位の医薬分業の実現に向けて，患者の服薬状況を一元的・継続的に把握して業務を実施するかか

りつけ薬剤師・薬局に対して評価が設定された．

（2）薬剤総合評価調整制度
　特に複数の疾患を有する高齢者でみられるポリファーマシー（polypharmacy，多剤投薬）に関する新

たな評価制度で，薬剤師に期待されている部分の一つである．

　多種類の服薬を行っている患者に対し，薬剤に起因する有害事象の防止を図るとともに，服薬アドヒア

ランスを改善するため，保険医療機関において処方薬剤を総合的に調整する取組みを行う．処方薬剤数が

減少した場合，診療報酬上評価される．

（3）処方せん様式の変更
　処方せん様式に，調剤時に残薬を確認した場合の対応を記載する欄が設定された（→次頁図，備考欄）．

これは処方医と薬局の薬剤師が連携して，円滑に患者の残薬確認と残薬に伴う調剤数量調整等を実施する

ことを目的としたもので，当該欄にチェックがある場合は薬局において患者の残薬の有無を確認する．残

薬が確認された場合には，当該記載欄に基づいて，①保険医療機関へ疑義照会した上で調剤，②保険医療

機関へ情報提供，のいずれかの対応を行う．
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図　新たな処方せんの様式


